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国
籍
不
明
の
潜
水
艦
お
よ
び
不
審
船
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
籍
不
明
の
潜
水
艦
が
我
が
国
領
海
内
を
潜
没
し
て
航
行
す
る
こ
と
は
国
際
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
。

二

国
籍
不
明
の
不
審
船
の
乗
組
員
に
よ
る
公
海
上
に
お
け
る
刑
法
第
百
九
十
九
条
（
殺
人
）
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
を
構
成

す
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
（
自
動
小
銃
等
に
よ
る
銃
撃
な
ど
）
に
つ
い
て
、
海
上
保
安
官
が
公
海
上
で
海
上
保
安
庁
法
第
二

十
条
第
一
項
の
武
器
の
使
用
を
す
る
こ
と
が
法
的
に
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
武
器
の
使
用
は
国
際
法

上
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
憲
法
第
九
条
が
禁
ず
る
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。


